
  
55 独立行政法人酒類総合研究所の概要 

 

 
（名 称） 独立行政法人酒類総合研究所（ホームページ：https://www.nrib.go.jp/） 

 

（所在地） 〒739-0046 広島県東広島市鏡山３丁目７番１号 ℡ 082-420-0800(代表) 

 
（目 的） 独立行政法人酒類総合研究所法（平成 11年法律第 164 号）に基づき、酒類に関する高度な

分析及び鑑定を行い、並びに酒類及び酒類業に関する研究、調査及び情報提供等を行うことに

より、酒税の適正かつ公平な賦課の実現に資するとともに、酒類業の健全な発達を図り、あわ

せて酒類に対する国民の認識を高めることを目的としています。 

 
（沿 革） 明治 37 年、酒類の製造技術を科学的に研究する機関「醸造試験所」として大蔵省内に設置

され、昭和 24年国税庁の開庁を機に「国税庁醸造試験所」に改組されました。平成７年には、

「国の行政組織等の移転について」（昭和 63年閣議決定）により、東京都北区から現在の広島

県東広島市へ移転し、「国税庁醸造研究所」に名称を変更しました。平成 13年４月１日より独

立行政法人となっています。 
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